
Ｈ２７年４月１５日発行 

 

1 

 

  

神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 1４９号＞ 

神奈川イグレンニュース 

 

 

 

 

  【 今月のコンテンツ 】  

                                                       

●  神奈川イグレンご案内                          ･････････１，２, ３ 

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況                           ･････････４, ５, ６                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

● 税理士法人 With you  【 連載 13 】 代表社員 出田 敏子 氏    ･････････７ 

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー               ･････････８ 
 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

【 訃 報 】  このたびイグレン常務理事として永年ご活躍でした島津 俊之さんが 4月 10 日、間質性 

肺炎が原因で、お亡くなりになられました。満 80歳。 

既にご葬儀 は家族葬として執り行われています。島津さんは西湘サロンの運営に特に力を 

注がれ、しっかりその基盤を築かれました。交友も広く、緻密で積極的に意見を述べられる

など在りし日が偲ばれます。あらためてお悔み申し上げます。 

 

＜4 月（スタッフ会議）の報告＞ 

＜5 月連休のお知らせ＞ 5 月 7日、8 日はイグレン事務室をお休みにします。 
30 周年記念誌の発送・配布 

 （県内市町村・地域商工業団体・全国異業種団体などに発送） 

    反響も大きく県外では熊本や大分からも評価を頂いた。 

 

＜今年度の主要事業案（参考）＞ 

（１） 30 周年を踏まえ新たな 10年を展望する 

 ⇒ ものづくりの国内回帰、関東学院大学海外投資セミナー報告 

 ⇒ 製造業・商業系・サービスの新たな動き 

  ⇒ 県の産業政策について・・・企業誘致策・特区政策・中小企業 

振興政策など。 

 

（２） 新規プロジェクトの動き 

 （A）海老名プロジェクト・・・プラスチック成型業界の情報交換・田んぼ水位計測機器の開発。 

（県農業技術センター訪問 3／18）・自転車を活用した健康機器の開発。 

       （B）TRiAS の動きについて⇒事業説明会 

       （C）新規各種ネットワーク交流会（4 月）［プロジェクト・サロン・グループなど］ 
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       （D）「奇人・変人・ばか者クラブ」（全国組織化） 

（E）横須賀サロンにおける原田プロジェクト 

       （F）世界コマ対戦（2／15） 

（G）学生の中小企業見学ツアー 

       （E）地域の商工業団体との連携強化策⇒30周年誌の活用 

   

（３） 県産業技術センターの改組問題・・・県下の中小企業の技術拠点の存在価値を高める方向で提案 

  （４） 中小企業振興条例の本格的活用・見直し・新規提案など検討資料の作成 

  （５） 新規会員向け交流会の開催（5月） 

  （６） イグレン理論誌の発行とホームページの連動   

（７） 県庁政策塾との連携 

 

 

  【 ご案内 】 この度、岩手大学に在籍されていた清水様より連絡を頂きましたのでご案内申し上げます。 

 

お変わりありませんか？ 

いつも、情報を、ありがとうございます。 

３月末、おかげさまで、無事、岩手大学を退職し、これまた、ご縁で、４月１日から、岩手県庁にお世話に 

なっています。すでに、半月過ぎ、慣れ親しませていただいています。これまでも、いろいろお世話になりま

したが、これからも、こりずに、あきれながら、よろしくお願い致します。 

仕事がら、交流促進に勤め、よりよい岩手づくりに貢献できたらと思っています。 

   これまでの、産学官民の連携による、ひとづくり、ものづくり、まちづくりを、続けさせて いただけそうです。 

    もちろん、  INS（岩手ネッ トワークシステム）は、これまで以上に、こぴっと、やりますよ。 

 なにかありましたら、気軽に、お申し付けください。「清水」の活用もしていただけますように。 

    機会がありましたら、是非お立ち寄りください。県庁８階の、岩手山の眺めの良い、窓際におります。 

    たのしく、あかるく、元気よくの、２５余名の、にぎやかな「島」ですよ。 

  

追）主なメールは、職場にお願いします。 

  

 石割桜も開花しました盛岡です。では、こぴっと。ごきげんよう。            岩手県職員 清水健司 

 

 

【職 名】  岩手県知事部局（本庁）  岩手県政策地域部 地域振興室 「定住・交流促進専門員」 

【住 所】  020-8570  岩 手県盛岡市内丸 10 – 1  TEL 019-629-5211    FAX 019-629-5219 

                     職場  mail  kenji-shimizu@pref.iwate.jp    自宅       mail  kshimizu@iwate-u.ac.jp 

【業 務】 

(１） 県、市町村、移住関係団体との連絡調整、県外移住相談窓口との連携 

(２） 地域における移住受入れ態勢の整備・ネットワーク化等、市町村移住施設推進の指導、助言 

(３） 地域の受入れ態勢を指導・調整する人材の育成等、移住促進策の企画 

(４） 首都圏からの移住希望者等を呼び込むための旅行商品の造成誘導、 

               関係学会・研究会等の誘致促進、移住機関誌等への掲載誘導 

(５） 上記の移住関係業務のほかの県政全般にわたるコーデイネート業務 

    【勤務】     週４日（月～木）、9:00 ～ 17:15（ 休憩時間 60分 ） 

    【任期】    平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日（更新可能性あり） 
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         ＜ 山勝電子工業の宮城県名取市の新工場竣工式に参加 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜竣工式の写真＞：山勝電子工業の新R&Dセンター前で、金子理事と芝専務理事、後方に金究社長 

と原川異研会長 

 

  4 月 10日、イグレン金究議長の新工場竣工式に、金子理事、原川異研会長とともに芝が参加、お祝いしてきま

した。仙台南方の名取市の高台部分に開設された同社「仙台Ｒ＆Ｄセンター」は、約３億円を投資、敷地面積２７

４９㎡、建屋は 1F 平屋６５４㎡。同社がこれまで、新潟に開設している開発センターと異なるのは、本社と半独

立して、東北地方への営業展開を独自に行える態勢をつくること(金究社長)としています。当初は 10人規模でスタ

ートしますが、将来は３０～４０人規模に増やす。東北には同社の顧客も多く、被災地の雇用促進にも貢献できる

としています。来賓挨拶で名取市長は、昨年の「企業誘致説明会」で、すぐ立地を決断、金究社長の素早い動きに

はびっくりしたと述べています。名取市は津波で平地部分が大被害を受け、まだ住宅の復興は十分ではないですが、

新工場は高台に立地しており、周辺の住宅地に囲まれ、通勤にも便利かなと思われます。新しい計測機器やクリー

ンルームを設置し、事業展開に備えています。 

 ちょうど仙台は桜が満開となり、明るい雰囲気での開所式となり、地元のほか、新潟や 

東京からの参加者など 60人が参加、宮城県知事のメッセージや、鏡割りなどおおいに盛り上がりました。(芝 記) 

 

＜神奈川県産業技術センターが 20 周年＞ 

4月 14日、海老名市にある神奈川県産業技術センターが旧工業試験所から移転して２０年を経過、祝賀会が 

おこなわれました。平成７年(1995)、当時の工業試験所のほか、繊維工業指導所・家具指導センター・工芸指導所

の 4 つの県立工業系試験研究機関を統合して、神奈川県産業技術総合研究所として開設、その後の機構改革で、現

在の名称となりました。現在さらに、地方独立行政法人化と、川崎市KSP にある科学技術アカデミーKAST との

合併話もでており、県内中小企業の技術振興策の方向性が注目されます。当日は、施設の一般公開も行われ、懇親

会は、OB と現役職員とが交流して盛り上がりました。(芝 記) 

 

＜朋友倶楽部例会報告＞ 

 4月 16日、朋友倶楽部が中小企業センタービルで例会を開催しました。宇野幹事長の司会で、尼野会長の開会挨

拶、イグレン芝専務理事の 30 周年記念誌の紹介の後、ソニー生命の小高氏から、最近の相続に関する詳しい説明

がありました。身内がいなくて何もしないで国に財産を取り上げられた例から、兄弟の争いで何も出来ない事例な

ど、具体的な案件が多数紹介されました。国の新たな相続税の施行による 40%カットなど、準備をしておかないと

生前贈与も難しい。その点生命保険は、本人に財産が帰属するという考えかたなので、活用すべきだ、という趣旨

で、大変参考となるセミナーでした。参加者は 10人ほどでしたが、会は 12年経過、近年は多少マンネリ化してい

ますが、再度盛り上がりを考えようと頑張っています。(芝 記) 
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   【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

 異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】     有村 知里 

＜ 第 4 回ビジネス交流会のご案内 ＞ 

【人とビジネスを元気にしたい！】  

 

   プレゼンテーション、展示、懇親会での交流により、皆様のビジネスのＰＲ、新たなネットワークづくりに

お役立てください。参加者、展示企業、プレゼンテーション企業（５分間）を募集中！ぜひご参加ください。 

 

■ 日 時： 2015年 5 月 16 日（土） 

■ 会 場： かながわ労働プラザ ４階 ５・６・７会議室     ■ 定 員： 先着 70名 

■ 内 容： 13 時 30 分～ 受付開始 / 展示ブース開場 

  ・14 時 30分～ 17 時   ①10 社限定のプレゼンテーション ≪募集中≫ １社 5 分間（有料） 

    プレゼンテーション   ②会員企業 5社によるプレゼンテーション  テーマ「変化と成長」 

  ・17 時 15 分～ 19 時懇親会（立食）・・・名刺交換・ご歓談・ 参加者全員の自己紹介 

■ 参加費 ： 5,000 円／名（懇親会費込） 

   プレゼンテーション参加費 3,000 円／社（1 社５分間、申込先着 10 社のみ） 

   展示ブース利用料     3,000 円／社（1 社机１本、申込先着９ 社のみ） 

 ＊参加費は当日申し受けます。但し、３日前からのキャンセルや、連絡なく欠席された場合には後日 

参加費を申し受けます。 

■お申し込み方法 

 下記全てをご記入して、申込み専用アドレスに送付ください。shift21join@gmail.com 

1～6は一覧表にして参加者に配布予定ですのでご了承のうえご記入ください。 

1 出席者全員の氏名   ：  4 代表者のメールアドレス： 

2 企業名            ： 5 ホームページのURL        

3 業種        ：  6 他の参加者へのメッセージ（80 字以内厳守、それ以上はカット） 

                              事業内容、参加目的、交流会に期待することなどご自由にお書きください 
 

       【 川崎異業種研究会 】 

                           川崎市商工会議所 市川 順 

＜１２月定例会＞ 

 平成２６年１２月１１日（木）午後６時より、川崎日航ホテルにて、会員２１名、オブザーバー２名の参加

者を得て、忘年会を開催した。原会長の挨拶、金究理事の乾杯発声後、終始和やかに親睦を深め、各会員の 

１分間スピーチを行い、菅原副会長の中締めにて、盛会裏のうちに散会となった。 

＜１２月分科会＞ 

 平成２６年１２月３日（水）午後６時３０分より、ＬＲ小川会計８Ｆ会議室にて、会員８名の参加を得て、

開催した。株式会社工苑 代表取締役会長 野見山紘一氏を招き、「川崎異業種研究会員の趣味紹介」をテーマ

に講演はすすめられた。『フランス産のワインで有名なボージョレヌーヴォは、日本人女性から飲みやすいと評

判である一方、ヨーロッパではそれほど高級とは思われていないのはなぜか？』から始まり、ワインの名前の

由来、葡萄の種類（ガメ種など）、熟成期間による味の違い（変化）について、試飲を交えながら説明された。 

 スペイン産のソービニオンブラン、アルマグロ（テンプラニーリョ）のクリアンサ、レゼルヴァ、グレンゼ

ルヴァなど、味わいの違いを実感した。また、ドイツ産のワインは甘いほど高級とされており、葡萄の種類と

栽培地域についても知識を深めた。 

 その後の懇親会では、ワインに合う、つまみ（チーズなど）も学び、盛会裏のうちに散会となった。 

 

 

http://shift21.jimdo.com/】
mailto:shift21join@gmail.com
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第８回 海老名プロジェクト（ＥＰＪ） 

かながわ農業勉強会のお知らせ 

   【 日 時 】 2015年 4月 23日（木） 18：00～20：00 

   【 場 所 】 神奈川県中小企業センター  ６Ｆ 特別研修室  横浜市中区尾上町 5－80 

           ＴＥＬ・ＦＡＸ：045－228－7331（イグレン） 

   【 表 題 】 【神奈川の稲作の様子の報告】と【水田水位センサー開発】に関する打合せ 

   【講 演 者】 神奈川県農業技術センター 普及指導部作物加工課  課長  稲毛 正彦 様 

   【 概 要 】 ・神奈川の稲作の様子の報告   

・水田水位センサーに関する助言  普及指導部 部長 吉田 敏政 氏 

・現在の課題  ・将来の展望 ・県内中小企業との連携について 

           ・意見交換    ・・・ 申込は別紙にて 

 
 

第１６０回・日韓ビジネス協議会 

 高橋 導徳 

 

  １．日 時：2015年 4月 22(水) 午後 4時 00分～4時 30 分 総会：午後 4時 30分～5時 15分 特別講演 

２．場 所：神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室 

       かながわ異業種交流センター（神奈川県異業種連携協議会）   ＴＥＬ：045－228－7331  

３ 会 食： ＊総会後の会食は下記のお店で開催いたします。 

         日本海庄や・横浜馬車道店  横浜市中区常盤町 5－63   ＴＥＬ：045－662－6411 

         http://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1537 

３．内容： 

◆ 総会  議長：瀧澤 清氏 

 

         第１号議案 ２０１４年度 活動報告・・・事務局 

第２号議案 ２０１４年度 会計報告・・・事務局    会計監査：大島英雄氏 

         第３号議案 ２０１５年度 会則および役員・・・事務局 

         第４号議案 ２０１５年度 活動方針・・・事務局 

                 （３０分程度） 

★ 特別講演：  是非お聞き頂きたい内容です。貿易関係者の多くの方の参加を希望します。 

是非ご意見を頂ければ幸いです。 

大島 英雄・・・大島経営研究所所長、グローバルビジネス研究会・金融為替部会サブコーディネーター 

日本貿易学会会員、元・幹事 

携帯：090-1556-2704 E-mail：h-oshima@amber.plala.or.jp  

          

１．タイトル ： 新登場「電子貿易決済サービスTSU・BPOによる貿易ビジネスの革新」 

    ２．要旨 : グローバルビジネス研究会・金融為替部会では昨年度から首記の件につき研究を深めてきた。 

               佐藤武男氏（グローバルビジネス研究学会・金融為替部会コーディネータ、日本貿易学会、 

元・東京三菱UFJ銀行外為事務部長）が部会を代表して『貿易と関税』 

（公益財団法人日本関税協会発行）2 月号では上、3月号では下と 2 回に分けて論文を掲載した。 

               大島は上記研究会の部会にて佐藤武男氏と一緒にサブコーディネーターとして参加し、研究して

きた。今回、革新的な貿易決済手法として新たに登場した「電子決済サービスTSU・BPO(Trade 

Service Utility・Banｋ Payment Obligation)」について説明する。（４５分程度）  

 

 

http://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1537
mailto:h-oshima@amber.plala.or.jp
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【Ｃ＆Ｓグループ】 

Ｃ＆Ｓ会長 松井利夫   

 

 ４月１日に施行された「食品表示法」とはどのようなものか 

 

 新しく施行された「食品表示法」とはどのようなものかを説明する前に、どのような経過を辿って今回の食品表

示法が制定されたかを見てみよう。 

平成 21年 9月に消費者庁が設置される以前は、厚生労働省、農林水産省等複数の省庁が個別に所管している食

品表示に関する法令に基づいて表示基準の策定事務を行っていたが、消費者庁が設置されたことにより、食品表示

制度の一元化の検討が開始された。その検討結果を踏まえて、新たな法律である「食品表示法」案が策定され、平

成 25年 4月、閣議決定後に国会審議を経て同年 6月 28 日に交付された。「食品表示法」の施行は、同法の附則で

公布後２年を超えない制令で定める時期までに施行することが定められていた。従って、平成 26年 11月に基準に

関する審議が開始され、今年４月１日に新しい「食品表示法」が施行されるに至った。 

これまでの食品表示は、食品衛生法、JAS法(農林物質の規格化等に関する法律)、健康増進法、計量法、景品表

示法など複数の法律に基づいて表示されている。このうち、食品一般を対象として、その内容に関する情報を提供

させている法律には、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の３法があるが、これらの３法は、消費者への情報提供

を促すため表示の基準を定め食品を供給する事業者に対し、特定の事項の表示を義務付けあるいは事業者が任意に

表示する際に遵守すべきことを定めている。 

これらの法令により表示が義務付けられる具体的事項を個別にみると、食品衛生法と JAS法の間には、重複がみ

られるものがあり、また、用語の使われ方も異なるものがあるなど、今までの食品表示制度は、複雑で分かりにく

いものとなっていた。新しい「食品表示法」は、特に３つの法律の食品表示に関する規定部分が抜き出されて、新

しい食品表示法が出来ているというイメージである。なお、新しい「食品表示法」に基づく表示に完全に移行され

る時期は、加工食品及び添加物については５年以内、生鮮食品は１年６か月以内を目処に移行することが義務付け

られている。 

新基準の義務表示項目は､これまでと同様「エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」の５項目で

あるが、「ナトリウム」は「食塩相当量」で表示されることになった。これは、従来「ナトリウム」の表示では健康

指導上問題があるとの医師や栄養士からの要望により「食塩相当量」という表示に統一された。また、アレルギー

に関する表示も厳格化された。従来、マヨネーズやパンと表示してあれば卵や小麦と書くことを省略できたが、こ

れからは原材料を詳しく表示しなければならない。その他、新たに、「機能性表示食品」制度が導入された。消費者

庁が定めた一定のルールに基づき、事業者が科学的根拠について評価を行って消費者庁に届出を行い、要件が揃え

ば、事業者の責任で表示が可能になる。今後、機会があれば、具体的な事例を示しながら新しい表示方法について

説明したいと思う。 
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税理士法人With you  

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡２－４ YS ビル３F 

電話：045-312-6724 FAX：045-412-6734 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/ 

 

【 連載 13】 

 

   春爛漫。桜が満開の季節です。もうお花見にはいきましたか？ 

新年度が始まりました。初心に戻って会社の経理を見直してみましょう。 

 

<月次決算をしっかり行って、正しい業績をつかもう！> 

月次決算は、会社の経理処理の基本です。面倒だからと後回しにせず、毎月の会社の業績をリアルタイムで

正しくつかんで、経営に役立てましょう。月次決算で直近の数値をきちんと把握している会社ほど、より合理

的でフットワークの良い経営ができるのです。 

 

☆  月次決算はむずかしくない 

「現状の売り上げや利益を知りたい！」、「売掛金の残高や資金繰りの予定が知りたい！」などの情報がすぐ手元

になくて困ったことありませんか？ 月次決算は決して面倒でも難しくもありません。以下の 5つのポイント

をきちんとおさえておけばいいだけです。 しかし、その簡単な作業を怠ったばかりに 重要な商談や資金繰

りの話をしているときに困ることもあるのです。  

 

【正しい月次決算作成と活用の 5ポイント】 

１．毎日記帳と残高合わせ 

記帳は毎日して、現金、預金残高を合わせましょう。 特に一日の終わりの現金の実際残高と帳簿残高

の照合が一番重要な月次決算の基本です。これができれば記帳（仕訳）の大部分ができたことになります。 

２．証憑書類の整理保存 

証憑書類は「取引があったことを証明する書類」です。領収書・請求書・契約書などの証憑書類は受け

取ったら内容に誤りがないことを確認して発生順に「証憑書番号」を付番し、取引内容を記帳してファイ

リングします。証憑書類が整理されていれば、紛失・誤記・転記ミス・二重使用・過大請求・社内不正な

どの問題が起こりにくくなります。また「何を、いつ、いくらで買った」がすぐに分かりますので的確な

経営判断が素早くできます。証憑書類の整理・保存が会社の信頼性を高めます。 

３．売上・仕入は「発生主義」で計上 

会計処理には「現金主義」と「発生主義」があります。現金主義は現金の入出を見て取引を記帳する方

法、発生主義は商品やサービスの動きを見て取引を記帳する方法です。正しい月次業績をつかむためには、

売上・仕入について「発生主義」で計上することが必要です。発生主義は仕入の納品時に買掛金を計上す

るためその時点での支払金額の増加がわかり、商品の引き渡し時に売掛金が計上されるためその時点での

請求すべき金額の増加が分かります。つまり発生主義を適用することで資金繰りの予定も早めにつかめま

す。売掛金の取りこぼしなどもわかり、会社の危機管理にも役立ちます。 

４．大きな経費なども発生主義で計上することで、月次の精度が上昇 

月次決算の精度を高めるためには、毎月、在庫金額や減価償却費を計上し、月次の損益に影響を与える

ような金額の大きな経費や、重要なものについても月割りで計上することで、月ごとの発生額が平準化さ

れ、月次の損益への影響を回避することができます。 

５．金融機関には直近の月次数値を報告 

金融機関が融資の判断をするときは、より正確な企業の財政状態を示す情報を開示するよう求めてきま

す。中小企業に対しても直近の月次数値等の提示が求められるようになってきています。ですから、融資

を受けている金融機関には定期的に業績報告を行いましょう。その時に大事なのは、社長自身の言葉で、

直近の月次決算書等に基づいて業績説明を行う事です。これは中小企業施策の中でも「財務経営力の強化」

として推奨されています。それではみなさま、気分を一新して新しい年度に挑みましょう！ 

 

 

税理士・産業カウンセラー・FP・

キャリアデベロップカウンセラー    

 

代表社員 出田 敏子 

 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/
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海老名サロン ・・・5月 22日（金曜日）ＰＭ３：００～ 内容については後日お知らせ 

                               

4月になりました。寒い日も時折あるものの徐々に温かくなってきました。皆さん、お花見などされましたでしょうか？

この陽気に我が家で栽培している「いちごの苗」もみるみるうちに大きくなってきています。しかし、いちごは意外と 

栽培が難しいのですね。毎年うまく育ちません。今年こそは・・・と思いながら現在、試行錯誤中です。 

ほうれん草もモリモリ育っているので食卓を彩り大助かりです。やはり無農薬でじっくり育てているので味も違いますし

おいしいですね。さあ、今度は何にチャレンジしましょうか。種をまかねば草木は育たぬ・・・。ビジネスでも一緒です

ね。 

神奈川イグレンニュース」は多くの皆様方からのご意見や投稿、感想などを頂戴し、情報を共有 

する事によって未来へつながる「役立ち情報誌」です。こんなことが新たなビジネスにつながった。 

とか、思いもしなかった出会いでこんな事になりました・・・。など原稿を募集中です。 

お伺いできる範囲であれば取材にもお伺いします。尚、自薦・他薦は問いませんのでご連絡頂ければ

と思います。 

神奈川イグレンへの連絡問合せは、 Tel: 045-228-7331  Fax: 045-228－7331（TEL兼用） 

ご意見、感想などあればこちらまでお願いします。 mail masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp 

神奈川県異業種連携協議会 交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料） 

【月】 ①②③宮川 豊④⑤荒 直孝【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地 ②③④⑤杉本 明子    

【木】①指方 順一郎①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②指方 順一郎③④⑤織方 【土、日、祭日】は休業  〒

231-0015  横浜市中区尾上町 5-80神奈川中小企業センタービル 7階インキュベートルーム 703号 

         神奈川イグレン事務局 

T/F 045-228-7331   URL：http://www.kanagawa-iguren.com  Mail：iguren@kanagawa-iguren.com 

 

 尾上町サロン 

 

西湘サロン 

第 55回 

三浦半島経済人サロン 

第 67回  

神奈川新産学公交流 

第 66回 サロン横浜  

日程 4月 17日（金） 

5月 01日（金） 

 

5月 11日（月） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

4月 未定 

18:00～20:30 

開場は 17:30～ 

5月 20日（水） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 神奈川中小企業センタ

ー703 イグレン事務室 

日本生命小田原ビル 

4階会議室  

小田原市本町 1-4-5 

神奈川新聞社 横須賀支社

5階会議室 

横須賀市小川町 21－9 

神奈川県中小企業セン

ター6階大研修室 

 

連絡先 イグレン事務局 イグレン（吉池、） イグレン（芝、鶴野、小磯、

村田、雑賀） 

（織方、篠原、坂本、

杉本） 

内 容 原則第一・第三金曜日 

（17:15～19:30） 

ざっくばらんに語らい

あう場 

参加費：1,000円 

「通称小田原かまぼこ

通り」エリアの活性化 

小田原かまぼこ通り活

性化委員会  

会長：田代守孝氏 

参加費:1,000円 

 

参加費:1,000円 

「知らなきゃ損！相続

で役立つ生保活用法」 

プルデンシャル生命 

宗和 正憲 

参加費：1,000円 

mailto:masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp
http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com

